
　「法定相続情報一覧図」とは、法務局

が作成する相続人全員を１枚（複数も有）

の紙面で証明できる書類（発行されるも

のは写し）です。この書類は、複数枚取

得でき、銀行等の相続手続き時に戸除籍

謄本等の束のかわりに提出ができます。

提出者、提出される機関ともに手続きが

簡略化できる、非常に便利な書類です。

　法務局の HP 記載には、「現在、相続

手続では、お亡くなりになられた方の戸

除籍謄本等の束を，相続手続を取り扱う

各種窓口に何度も出し直す必要がありま

す。法定相続情報証明制度は，登記所（法

務局）に戸除籍謄本等の束を提出し，併

せて相続関係を一覧に表した図（法定相

続情報一覧図）を出していただければ，

登記官がその一覧図に認証文を付した写

しを無料で交付します。その後の相続手

続は，法定相続情報一覧図の写しを利用

いただくことで，戸除籍謄本等の束を何

度も出し直す必要がなくなります。」と

説明があります。

　繰り返しになりますが、「法定相続情

報一覧図」を作成、その写しを複数枚取

得することにより、銀行、証券会社、保

険会社等の手続きでの提出する書類が大

幅に簡略化することができ、また、複数

機関での同時手続きも可能になります。

但し、提出先機関がこの制度に対応して

いるのかどうか、事前の確認は必要です。

　また、この制度の具体的な手続きは、

①必要書類（戸籍等）の収集、②法定相

続情報一覧図の作成、③申出書の記入、

登記所への申出、になります。利用がで

きる方（＝申出人となることができる人）

は、被相続人の相続人（又はその相続人）

です。委任によって代理人に依頼するこ

ともできます。委任による代理人につい

ては、親族のほか、弁護士、司法書士、

土地家屋調査士、税理士、社会保険労務

士、弁理士、海事代理士及び行政書士に

依頼することができます。

　相続のお手続きを少しでもスムーズに

すすめるためには、「法定相続情報一覧図」

の作成は非常に有効な方法です。お早め

に行政書士等にご相談してください。

　　　 （行政書士兼 FP　飯田　利治）
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「相続情報一覧図」が便利って
何がどう便利なんですか？

　日本人が国際結婚をした場合、外国籍

の配偶者は、「日本人の配偶者」という

在留資格を取得して日本で生活をするこ

とができます。

　今回のケースのように、日本国籍の夫

と死別したとき、外国籍の妻は日本で生

活を続けることができるのでしょうか。

在留資格は、日本で行う活動と一致して

いる必要があるため、配偶者の他界後も

日本で生活を続けるためには、在留資格

の変更手続き（在留資格変更許可申請）

をする必要があります。

　配偶者の他界というただでさえ大変な

時期ではありますが、相続に加えて、以

下のような在留資格に関する手続きにつ

いても心の準備をしておくと、いざとい

うときのご負担が少し軽くなるかもしれ

ません。

1. 配偶者に関する届出

　まず、日本国籍の配偶者がお亡くなり

になった日から 14 日以内に、死別年月

日を記入した届出書を入国管理局に提出

します。

2. 在留資格の変更手続き

　死別後 6 か月が経過するまでに、在

留資格変更許可申請書類を入国管理局に

提出します。

　では、どのような在留資格に変更する

ことができるのか、一例をご紹介します。

①定住者

　日本人の未成年の実子を扶養している

場合や、結婚期間が長期間であった等、

特別な理由がある場合に認めらます。就

労制限がないため、ご希望される方が多

い在留資格です。

②技術・人文知識・国際業務

　学歴等をいかして就職している場合

に、就労が認められる在留資格です。

　「日本人の配偶者」という在留資格か

ら、どの在留資格に変更するかによって、

審査のポイントや申請書類が異なります

ので、お手続きでお困りの際は、行政書

士等の専門家にお気軽にご相談くださ

い。

　　　　　　 （行政書士　栗村　奈見）

日本人の妻という在留資格は
夫が亡くなったらどうなるの？
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　具体的な数字は税理士にお尋ねになる

しかありませんが、大まかな評価額は自

分でも算出できます。

　相続税を考えるのに、家と土地の評価

額を知りたいというご希望なのですね。

相続する家、つまり建物は、お手元に届

く固定資産税評価証明書に記載されてい

る金額と考えておくのが一般的です。

　相続する土地の評価額については、「路

線価」や「倍率方式」を使って計算します。

今回は市街地を前提に「路線価」につい

てご説明します。

  「路線価」は、国税庁のホームページに

ある「財産評価基準書路線価図・評価倍率

図」（https://www.rosenka.nta.go.jp/）、

あるいは資産評価システム研究センター

（https://www.recpas.or.jp/）の「全 国

地価マップ」を使って調べることができ

ます。「全国地価マップ」では、住所検

索ができるので便利です。

　掲載されてある道路部分に「330D」

などの数字が書いてある場合、数字は、

１㎡当たり 1000 円単位なので、330

なら 1 ㎡当たり 33 万円となります。末

尾の英文字は借地権割合になります。D

の場合は 60％、10％ずつ変わりますか

らAなら90％、Gなら30％となります。

借地ではない場合には無視して問題あり

ません。

　この数字をもとにして、土地の面積を

掛ければ評価額が計算されます。

　計算は【 路線価 × 奥行価格補正率

× 地積 】になります。

　地積は土地の面積ですね。奥行価格補

正率も国税庁のサイトに掲載されていま

すが、奥行きの距離と地区の特性によっ

て数値が変わってきます。

　加えて、旗竿敷地の土地、形がいびつな

土地、高架線の下の土地、道路幅が 4ｍ

未満の土地、近隣に墓地がある土地など、

減額要素で、土地の評価額は下がります。

　ちょっと難しいと思ったら、税務署に

相談することも可能です。何か分からな

いことがあれば、とりあえず頼れる街の

かかりつけ法律家、行政書士に相談して

みてください。

　　　　  （行政書士兼 FP　髙田　哲朗）

　契約者本人以外の開扉には、手間と時

間がかかります。

　貸金庫には重要書類、有価証券、貴重

品、コレクションなどが格納できます。

貸金庫を開扉することは保存行為（民法

第 252 条第 5 項）という共有物（この

場合は相続財産）の現状を維持する行為

にあたること、また相続人は相続の承認

又は放棄をする前に相続財産の調査をす

ることができる（民法第 915 条 2 項）

ことから相続人は単独で貸金庫の開扉が

できると考えられます。しかし、貸金庫

は防犯対策、災害対策に優れているから

こそ利用されるので、銀行の対応として

は様々なリスクを考慮し、契約者本人が

亡くなった事実を知った時点で実務上貸

金庫の開閉を停止します。事前登録をし

た代理人でも開けることはできなくなり

ます。中に入っている財産も相続の対象

となり、相続人が複数いる場合は遺産分

割が確定するまで、相続人全員が共有（貸

金庫は賃借権という債権なので「準共

有」）している状態になるため、内容物

の持ち出しには相続人全員の同意が必要

です。

　相続人が貸金庫を開けるためには預金

の相続手続きとほぼ同じ書類（被相続人

の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人

全員の戸籍謄本と印鑑証明書、遺産分割

協議書等）を用意する必要があります。

さらに開扉の際には相続人全員が立ち会

わなければなりません。全員を集められ

ない場合、同意書の準備または公証人に

よる「事実実験公正証書」（貸金庫をど

のようにして開け、中にはどのようなも

のが入っていたかの記録）の作成を求め

られることもあります。

　こういった煩雑さを避けるため、契約

者の生前対策が重要です。それは遺言で

「貸金庫を開ける人を指定する」方法で

す。遺言執行者に貸金庫を開ける権限（貸

金庫の開扉、解約及び内容物の取出し）

を与えておけば相続人全員の同意がなく

ても貸金庫を開扉できます。もちろん、

この遺言書は重要書類であっても貸金庫

に入れてはいけないのはおわかりですね。

　　　　　　 （行政書士　半田　直子）

〒271-0051 松戸市馬橋 2422-1 ジュンパレス 305

電話 050-3743-5844 FAX 050-3457-7090
https://office-takata.jp

たかた行政書士事務所

髙田　哲朗行政書士
松戸市
馬橋

定期的に遺言相続セミナー、無料相談会を
開催しています。日時や内容、ご質問等、
お近くの事務所にお問合せ下さい！

★ 掲載している各行政書士情報は、令和 4 年 5 月 19 日時点の内容です。
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家と土地の価格がいくらなのか、
私でも調べられますか？

貸金庫の中に何があるのか
調べるのは簡単ですか？


